
事業者等における新⼈向け消費者教育研修プログラムの開発等について
● 令和４年度に、事業者において特に新⼈向け従業員を対象とする研修に、消費者教育の内容を導⼊
することを⽬指し、研修プログラム（研修ツール）を開発。

● 令和５年度には、開発した研修プログラムを活⽤し、事業者向け出前講座（講師派遣）を実施する
とともに、壮年・退職期向け研修プログラムを開発。

従業員（新人）向け「消費生活に関する研修プログラム」

「消費者と企業人の視点で考えよう 消費生活のキホン」

消費⽣活に関わる５つのテーマを
「消費者」と「企業⼈」２つの視点で学ぶ研修プログラム

消費者トラ
ブルの対応

持続可能な
社会の形成

製品安全の
考え⽅

⽣活を
⽀えるお⾦

インター
ネット取引

消費者の⾃⽴を⽀援し、公正かつ持続可能な社会
（消費者市⺠社会）の形成に向け、事業者・事業者
団体には「消費⽣活に関する知識及び理解を深める
よう努める」という役割を規定。

① 消費者教育推進法における
「事業者・事業者団体の役割」

2022年４⽉１⽇より、⺠法上の成年年齢が20歳から
18歳に引下げられ、若年を狙った消費者被害の防⽌と
⾃⽴に向けた⽀援が必要。

② 成年年齢引下げに伴う若年者への
消費者教育の推進

社会や消費者からは、企業に対し、企業市⺠として、
消費者志向経営を進め、消費者とともに持続可能な
社会を⽬指す活動を期待。

③ 消費者志向や持続可能な社会に向けた
企業活動の必要性

資料２



必要なカリキュラム・
パートをカスタマイズ

講義・ワークショップを
行う講師を派遣

します

アニメーション形式で
コンパクトに学べる

講義動画あり

・カリキュラムは60分～90分程度
・御要望に応じてテーマを選択し、
講義・ワークショップを組み合わせて
実施できます！

５つのカリキュラムの内容

研修プログラムの詳細はこちら ⇒

またはインターネットで検索

消費者視点での学び
＆ 企業視点での学び

⇒「自社について考える」
につなげる構成

講師向けツール

⑤講師用指導

マニュアル

⑥研修ガイド
動画

①研修用スライド

（Power Point 

形式）

研修用ツール

③受講者用ワークシー

ト

（word 形式）

④受講者用アンケート

（word 形式）

②受講者用

講義動画

消費者庁 若手従業員向け

【本教材の掲載箇所】

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_ed
ucation/public_awareness/teaching_material/busin
ess_education/program_01/



新⼈向け消費者教育研修の事業について




